
無店舗型性風俗特殊営業開始届出 

必要書類・手数料等 備考 

開始届出書 別記様式第２５号 

営業の方法を記載した書類 別記様式第２８号 

営業の使用について権原を有することを

疎明する書類（営業の本拠となる事務所、

待機所それぞれ必要） 

登記簿謄本等、賃貸借契約書の写し、使用承諾

書等 

事務所及び待機所の平面図 
住所を事務所とする場合には、当該営業の用に

供される部分を特定した平面図 

個人での 

届出 
住民票の写し 

本籍が記載されているもの。（外国籍の者にあ

っては、国籍等が記載されているもの。） 

法人での 

届出 

定款 原本に相違ない旨の記載 

法人の登記事項証明書 履歴事項全部証明書。法務局で発行。 

役員全員に係る住民票の

写し 

本籍が記載されているもの。（外国籍の者にあ

っては、国籍等が記載されているもの。） 

手数料（福井県証紙） 
3，400 円（金額が変更となる場合があるので

必ず事前に申請窓口等で確認してください。） 

 

 


